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平成23年度

税の申告
　昨年１年間の総決算となる確定申告が間近となりました。
　贈与税の申告は２月１日（火）から、住民税と所得税の申告は
２月16日（水）からそれぞれ始まり、期限は３月15日（火）まで
となっています。また、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定
申告と納付の期限は、3月31日（木）までです。

２月16日（水）〜３月15日（火）
◆
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

１�

．
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
、
高
森
町
に

住
所
の
あ
る
方
で
平
成
22
年
中
に
営
業
、

農
業
、そ
の
他
の
事
業
（
内
職
・
外
交
等
）、

不
動
産
、
配
当
、
年
金
、
生
命
保
険
等
の

所
得
が
あ
る
方

２�

．
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
、
高
森
町
に

住
所
の
あ
る
給
与
所
得
者
で
左
記
に
該
当

す
る
方

　

・
平
成
22
年
中
に
退
職
し
た
方

　

・�

日
雇
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
等
の
収

入
が
あ
る
方

　

・�

勤
務
先
等
か
ら
、
高
森
町
に
給
与
支
払

報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

　
　
（
勤
務
先
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

　

・�
２
箇
所
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支

払
を
受
け
て
い
る
方

　

・
給
与
所
得
以
外
に
所
得
の
あ
る
方

※�

所
得
税
の
確
定
申
告
で
は
、
給
与
所
得
以

外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
場
合
申
告
義

務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
町
県
民
税
で
は
所

得
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
申
告
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

・�

給
与
所
得
の
み
で
、
医
療
費
控
除
等
を

受
け
る
方

３�

．
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
、
高
森
町
に

住
所
の
あ
る
公
的
年
金
所
得
者
で
左
記
に

該
当
す
る
方

　

・
公
的
年
金
以
外
に
所
得
の
あ
る
方

　

・�

公
的
年
金
等
の
み
の
方
で
、
高
森
町
に

公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
な
い
方
や
、
生
命
保
険
料
控
除
・
医

療
費
控
除
・
社
会
保
険
料
控
除
等
の
所

得
控
除
を
受
け
る
方

　

・�

公
的
年
金
等
の
み
の
74
歳
以
上
の
方
で
、

高
森
町
に
住
所
を
有
す
る
方
の
扶
養
に

入
っ
て
い
な
い
方

　

・�

遺
族
年
金
や
障
害
者
年
金
等
を
受
給
し

て
い
る
方

４�

．
平
成
23
年
１
月
２
日
以
降
高
森
町
に
転

入
し
、
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
保
険

の
資
格
を
取
得
さ
れ
た
方
で
前
市
町
村
に

お
い
て
申
告
を
し
て
い
な
い
方

５�

．
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
、
世
帯
主
た
る

方
が
町
外
に
単
身
赴
任
を
し
て
い
る
家
族

※�

た
だ
し
、
上
記
１
〜
３
で
平
成
22
年
分
の

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税
務
署
に
提
出

さ
れ
た
方
は
、
町
県
民
税
の
申
告
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

◆
申
告
に
必
要
な
も
の

１
．
印
鑑

２�

．
源
泉
徴
収
票
（
源
泉
徴
収
票
の
な
い
方

は
収
入
金
額
を
証
明
で
き
る
も
の
）

３�

．
営
業
・
農
業
等
に
関
す
る
収
入
金
額（
出

荷
証
明
書
等
）・
必
要
経
費
等
の
わ
か
る

帳
簿
、
経
費
の
領
収
書

４�

．
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
・
農
業
者
年

金
・
保
険
税
）、
生
命
保
険
料
・
地
震
保

険
料
等
の
支
払
証
明
書
、
そ
の
他
控
除
に

必
要
な
領
収
書
等

５�

．
譲
渡
所
得
や
山
林
所
得
の
あ
る
方
は
契
約

書
や
公
共
事
業
用
資
産
の
買
取
証
明
書
等

６
．
牛
の
免
税
所
得
の
あ
る
方
は
売
却
証
明
書

　
（
証
明
書
が
な
い
場
合
、
課
税
対
象
と
な
る

　

こ
と
が
あ
り
ま
す
。）

◆
申
告
に
つ
い
て
お
願
い

　

申
告
は
、
自
主
申
告
が
基
本
で
す
。
収
支

内
訳
書
等
の
書
類
が
必
要
な
方
は
、
税
務
課

に
準
備
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
ご

請
求
く
だ
さ
い
。

　

高
森
町
で
は
、
前
年
度
の
町
県
民
税
の
申

告
に
基
づ
き
、
申
告
の
案
内
書
と
、
申
告
に

必
要
な
収
支
内
訳
書
等
を
で
き
る
限
り
送
付

し
て
い
ま
す
。
収
支
内
訳
書
は
自
分
で
記
入

さ
れ
、
申
告
会
場
で
申
告
相
談
さ
れ
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。



7 Public Information

■お問い合わせ先　　高森町役場税務課税務係　　℡６２−１１１１（内線１６４・１６５）
　　　　　　　　　　阿蘇税務署　　　　　　　　℡０９６７−２２−０５５１（代表）

〈申告受付日程〉

※�２月21日（月）・22日（火）・23日（水）は、高森総合センターで南九州税理士会阿蘇支部による所得税・消費税納
税相談を行います。所得税・消費税申告が必要な方は、この期間にご来場ください。

月日（曜日）
地区名及び受付時間

会　　　場
午前（９時〜11時） 午後（13時〜15時）

２月16日（水） 横町・下町（1 〜 8 組） 下町（9 〜 23 組）

高森総合センター

17日（木） 天神・旭通（1 〜 8 組） 旭通（9 〜 24 組）

18日（金） 上町・昭和（1 〜 8 組） 昭和（9 〜 31 組）

21日（月） 税
理
士
相
談
日

冬野・津留 上　　　　在

22日（火） 森 村　　　　山

23日（水） 相談日に来場できなかった方

24日（木） 尾下 2・河原 2 河　　原　　1 河原総合センター

25日（金） 尾下 1・野尻 2 野　　尻　　1
朋　　遊　　館

28日（月） 津　　留　　2 津　　留　　1

３月  １日（火） 矢　津　田 中 旧ＪＡ北部支所

2日（水） 草部（社倉以外） 草部（社倉）

草部総合センター
3日（木） 芹口（中村・芹口・中間・古畑・馬場・牛神）下切・芹口（男原・柿迫・菅の迫）

4日（金） 永　野　原 菅　　　　山

7日（月） 相談日に来場できなかった方

8日（火） 山　　　　鳥 戸　　　　狩

高森総合センター

9日（水） 井　　　　上 中　　　　園

10日（木） 小　倉　原 西　　　　丁

11日（金） 中原・前原 洗川・大村

14日（月） 相談日に来場できなかった方

15日（火） 申告書等整理日
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